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 中重度者の重点化 

 認知症高齢者への対応強
化 

 

 

９年ぶりマイナス改定 
改定率▲2.27% 
（処遇改善＋1.65% 実質4%以上のマイナス改定） 
（うち在宅▲1.42%、施設▲0.85%） 

処遇改善加算1万2000円引上げ 



 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化 
 今後増大することが予測される、医療ニーズを併せ持つ中重度の要
介護者や 認知症高齢者について、（中略）地域包括ケアシステムの
基本的な考え方を実現するために、在宅生活を支援するためのサー
ビスの充実を図っていく  

 
 ・平成 26 年の制度改正では、在宅医療・介護連携の推進、認知症
初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の設置などを地域支
援事業に位置づけ、特に、認知症の早期発見、早期対応の推進に向
けた施策を推進することとしたところ。今回の介護報酬改定において
も、中重度の要介護者や認知症高齢者への支援を強化していくこと
が重要である。 

 
 ・平成 26 年度の診療報酬改定や今後の地域医療構想に基づく病床
機能 の分化・連携の推進による医療機関から在宅復帰促進の流れ
の中で、在宅医 療・介護のニーズが高まることから、この点からも、
中重度の要介護者が無理 なく在宅生活を継続できるように対応力を
高めていくことが必要である。  
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 ・特に医療・看護ニーズに対応した定期巡回・随時対応型訪問介護
看護など包括報酬サービスの更なる普及促進を図り、中重度の要介 
護者や認知症高齢者の在宅生活を支えるためのサービス提供を強
化していく 必要がある。 また、在宅において高齢者が自立した生活
を送るためには、生活機能の維 持・向上を図るとともに、生活機能の
低下を防ぐことが重要であり、リハビリテー ションについては、「心身
機能」へのアプローチのみならず、「活動」や「参加」と いった要素を
強化し、社会とのつながりが維持された在宅生活を継続できるよ うに
支援すること 

    
 ・施設サービスについては、地域包括ケアシステムの構築における
地域 の拠点としての機能を発揮して在宅での生活を支援するととも
に、中重度の要介護者を支える役割を果たしていると考えられる。 こ
のため、介護老人福祉施設における中重度の要介護者を支える施
設としての機能、介護老人保健施設における病院から退院した者及
びその他の生活 機能が低下した者の在宅復帰を支援する施設とし
ての機能、介護療養型医療 施設における医療ニーズの高い中重度
の要介護者を支える施設としての機能 といった、それぞれに求めら
れる機能を更に高めていく必要がある。 
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 ○ 将来、中重度の要介護者や認知症高齢者となった
としても、「住み慣れた地域で 自分らしい生活を続け
られるようにする」という地域包括ケアシステムの基
本的な 考え方を実現するため、引き続き、在宅生活
を支援するためのサービスの充実を図る。  
 

 ○ 特に、中重度の要介護状態となっても無理なく在
宅生活を継続できるよう、24 時 間365日の在宅生活
を支援する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を始
めとした 「短時間・一日複数回訪問」や「通い・訪問・
泊まり」といった一体的なサービスを組 み合わせて提
供する包括報酬サービスの機能強化等を図る。 

7 



 ＜中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化＞ 
 定期巡回随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、 
 複合型サービスなどの包括型の地域密着サービスの充実 
 
 ＜看取り期における対応の充実＞ 
 特養、特定施設、GHなどの居住系における看取りサービスの充 
 実 
 
 ＜介護人材確保対策の推進＞ 
  介護職員処遇改善加算の拡大 
  サービス提供体制強化加算の拡大 
 
 ＜サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築＞ 
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 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評
価の見直し  

 訪問系サービスにおける取扱い 
 ① 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪
問看護及び訪問リハビリテ ーションについて、以下の場
合の評価を適正化する。 

  (ア) 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物
（養護老人ホーム、軽費 老人ホーム、有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅に限る。）に 居住する利用
者を訪問する場合は、当該建物に居住する人数に関わら
ず、 当該利用者に対する報酬を減算する。 

  (イ) 事業所と同一建物以外の建物（建物の定義は同上）
に居住する利用者を訪 問する場合は、当該建物に居住
する利用者が一定数以上であるものにつ いて、新たに減
算する。  
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 同一建物の居住者にサービス提供する場合の減算
（90/100） 

 ○対象施設は、事業所と同一敷地または隣接する敷  

 地内に所在する建物（養護老人ホーム、軽費老人 

 ホー ム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け 

 住宅） 

 

 ○上記以外の範囲（同一敷地または隣接する敷地以 

 外からサービスを提供する場合）で、当該建物に居住 

 する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合 
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 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し  
 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における取扱い  
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における集合住宅におけるサービス提
供に ついては、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物（養護老人
ホーム、 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
に限る。）に居住する利用者の介護報酬を新たに減算する仕組みを設ける。   

   1月につき600単位を所定単位数から減算 
 

 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにおける取扱い  
 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスについては、サービスの提供
実 態を踏まえ、事業所と同一建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）に居住する利用者に
対してサービ スを行う場合の基本報酬を設定する。 

   同一建物以外の居住者に対するサービスの単位数の約1割マイナス 
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《サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築》 

 

集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の
見直し  

 

 通所系サービスにおいて送迎がない場合の評価の見直し  

 （送迎が実施されない場合の評価の見直し） 

 通所介護、通所リハビリテーション及び認知症対応型通所
介護について、送迎 を実施していない場合（利用者が自ら
通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業 所が送迎を実施
していない場合）は減算の対象とする。 

 47単位減算/片道（往復で94単位減算） 
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 全国訪問介護協議会 荒井信雄会長 「国は『地域包括ケアをやれ』と言っ
てきたのに、国の声や地域のニーズを無視して併設している住宅の住民に
しかサービス提供をしない事業者がいるという現実では、減算も仕方ない。
これからは高齢者住宅併設の訪問事業所はいかに地域に向けたサービス
を展開していくかが問われるだろう」 

 淑徳大学 総合福祉学部 結城康博教授 「現在、介護業界の中で最も足り
ないと言われているのが、訪問ヘルパー。訪問系・通所系サービスは住宅に
集中していることが問題であり、経営継続のためには外に向けたサービス展
開をしていかなくてはいけない」 

 （社）全国有料老人ホーム協会 福山宣幸理事長 「国は『高齢者の住まい』
について本当に取り組む考えがあるのか。訪問系・通所系サービスの同一
建物減算によって、サービス提供を停止する事業者もでてくるだろう。介護
給付費分科会では、当協会・特定協・サ住協の３団体のヒアリングのみで住
宅側の発言の場が短かった」 

 （社）24時間在宅ケア研究会 時田純会長 「事業者の参入・拡大意欲を削
ぐだけ。24時間サービスは効率性が悪く、訪問介護を展開している事業者が
参入しようとしたら利用者が100人以上の規模を有しているような体力のある
企業でないと難しいだろう。この条件を満たす訪問介護は4％」 
 

同
一
建
物
減
算
に
つ
い
て 



 

 20分未満の身体介護の見直し（40:1人⇒50:1人） 

サービス提供責任者の配置基準等の見直
し 

 ○複数のサービス提供責任者が共同で利用者に関わる体
制が構築されている場合 
○利用者情報共有など、サ責の業務について効率化が図
られている場合 
 

旧点数 新点数 増減率
20分未満 171 165 -3.5%
20分以上30分未満 255 245 -3.9%
30分以上1時間未満 404 388 -4.0%

訪問介護　身体介護



 訪問介護  
 （20 分未満の身体介護の見直し）  
 身体介護の時間区分の１つとして「20 分未満」を位置づける。 また、現行の「定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を受けて いる」場合、日中と夜
間・深夜・早朝の算定要件を共通のものとした上で、算定対象者を見直し、要介
護１ 及び要介護２の利用者については、認知症等により、短時間の身体介護が
定 期的に必要と認められる場合には、算定を可能とする 

 （要介護１及び要介護２ の利用者に対する「20 分未満の身体介護」の算定につ 
 いて、「定期巡回・随 時対応型訪問介護看護事業者の指定を受けている」訪問介 
 護事業所に限 る）。 
 この場合、従前どおり、前回提供した訪問介護から概ね２時間以上の間隔を空
けることを求めないが、「20 分未満の身体介護」を算定する利用者 に係る１月あ
たりの訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 （Ⅰ）（訪問看護
サービスを行わない場合）における当該利用者の要介護度に 対応する単位数
の範囲内とする。 

    
 （サービス提供責任者の配置による加算の充実）  
 中重度の要介護者を重点的に受け入れるとともに、人員基準を上回る常勤の 
サービス提供責任者を配置する事業所について、特定事業所加算による加算 
を行う。 

 特定事業所加算（Ⅳ）（新設）所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算 
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 （サービス提供責任者の配置基準等の見直し）  
また、 複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構
築され ている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行
う業務の効率 化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置
基準を利用者 50 人に 対して１人以上に緩和する  
 重度対応要件として利用者総数のうち、要介護3以上、認知症自立度Ⅲ 
 以上が60%以上など 

 
 （訪問介護員２級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算の
取扱い ）  

 サービス提供責任者の任用要件について、介護福祉士への段階的な
移行を進 めるため、平成27年４月以降は訪問介護員２級課程修了者
であるサービス提供 責任者に係る減算割合を引き上げる。ただし、減
算が適用される訪問介護事業 所が、人員基準を満たす他の訪問介護
事業所と統合し出張所（いわゆる「サテラ イト事業所」）となる場合は、
平成 29 年度末までの間、減算適用事業所を統合す る訪問介護事業
所全体について、当該減算を適用しないこととする。 
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• （訪問看護ステーション）看護体制強化加算 300単位／月 

• （病院・診療所からの訪問看護）基本報酬 

 20分未満 256単位⇒262単位 

 30分未満 383単位⇒392単位 

 30分以上1時間未満 553単位⇒567単位 

 1時間以上1時間30分未満 815単位⇒835単位 

 

訪問看護 
旧点数 新点数 増減率

20分未満 318 310 -2.5%
30分未満 474 463 -2.3%
30分以上1時間未満 834 814 -2.4%
1時間以上1時間30分未満 1144 1117 -2.4%

訪問看護



 (2) 訪問看護  
 （中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評
価） 

 ① 在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療
ニーズへの対応を強化 する観点から、緊急時訪問看護加算、
特別管理加算やターミナルケア加算のいずれについても一定
割合以上の実績等がある事業所については、新たな加算と し
て評価する。   

  看護体制強化加算（新設） 300単位／月 
 

 （病院・診療所からの訪問看護の充実）  
 ② 医療機関の患者の在宅復帰の促進、在宅における要介護
者の重度化も含めた 訪問看護のニーズは更に高まることが想
定されることから、将来的な訪問看護 従事者の増員を図るべく、
病院又は診療所からの訪問看護供給量の拡大を促し、 同時
に病院看護職に対する OJT（訪問看護への従事）による訪問
看護職の育成 を推進するため、病院又は診療所からの訪問
看護について、基本報酬を増額する。 
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 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基
準の厳格化 

 送迎時における居宅内介助等の評価 
（送迎時の居宅内介助を所要時間に含めることが可能
（３０分以内）、介護福祉士・初任者研修修了者） 
 送迎が実施されない場合は減算（４７単位／片道） 

旧点数 新点数 増減率
要支援１ 2115 1647 -22.1%
要支援2 4236 3377 -20.3%
要介護1 815 735 -9.8%
要介護2 958 868 -9.4%
要介護3 1108 1006 -9.2%
要介護4 1257 1144 -9.0%
要介護5 1405 1281 -8.8%

旧点数 新点数 増減率
要支援１ 2115 1647 -22.1%
要支援2 4236 3377 -20.3%
要介護1 695 656 -5.6%
要介護2 817 775 -5.1%
要介護3 944 898 -4.9%
要介護4 1071 1021 -4.7%
要介護5 1197 1144 -4.4%

小規模通所(7-9)

通常規模通所(7-9)



 通所介護  
 （在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の
評価）  

 認知症高齢者や重度の要介護者を積極的に受け入れ、在 宅
生活の継続に資するサービスを提供するため、介護職員又は
看護職員を指 定基準よりも常勤換算方法で複数以上加配して
いる事業所について、加算として評価する。 

  認知症加算（新設）60単位／日 
 ・指定基準に規定する介護・看護職員数に加え、介護・看護職 
  員を常勤換算方法で2以上確保 
 ・前3カ月間の利用者総数のうち、認知症高齢者の日常生活自 
  立度Ⅲ以上が20%以上 
 ・認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修など 
  の修了者を1以上確保 
  中重度者ケア体制加算45単位／日 
  個別機能訓練加算（Ⅰ）42→46単位／日 
  個別機能訓練加算（Ⅱ）50→56単位／日 
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 （小規模型通所介護の基本報酬の見直し）  

 小規模型通所介護の基本報酬について、通常規模
型事業所と小規模型事業所 のサービス提供に係る
管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化を行う。 

    

 （看護職員の配置基準の緩和）  

 地域で不足している看護職員については、その専門
性を効果的に活かすことが できるよう、病院、診療所、
訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を
行 った場合には、人員配置基準を満たしたものとす
る。  
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 （地域密着型通所介護に係る基準の創設） 
 平成 28 年度に地域密着型通所介護が創設されることに
伴い、地域との連携や 運営の透明性を確保するための運
営推進会議の設置など、新たに基準を設け る とともに、
基本報酬の設定については、見直し後の小規模型 通所
介護の基本報酬を踏襲する。  

   
 （小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移
行に向けた経過措置） 

 小規模な通所介護事業所が 小規模多機能型居宅介護の
サテライト型 事業所に 移行する際に 、 小規模多機能型
居宅介護のサテライト型事業所 としての基準に つい て 、
平成 29 年度末までの経過措置を設ける 。 また、経過措
置期間内において、小規模多機能型居宅介護のサテライ
ト型事 業所としての人員配置基準を満たさない場合には、
小規模多機能型居宅介護の 基本報酬を減算（70/100）す
る。 
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• 訪問看護サービス提供体制の見直し  

一体型事業所の訪問看護サービスの一部を他の訪問看護事業所に行わせることができる 

• 通所サービス利用時の減算の改善 

• オペレーターの配置基準の緩和 

定期巡回随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）
旧点数 新点数 増減率

要介護1 6707 5658 -15.60%
要介護2 11182 10100 -9.70%
要介護3 17900 16769 -6.30%
要介護4 22375 21212 -5.20%
要介護5 26850 25652 -4.50%

同一建物居住者の場合の減算（新設）▲600単位／月



 
 総合マネジメント加算（1000単位／月） 
 訪問介護体制強化加算（1000単位／月） 
 看取り連携加算 
 看護師の配置要件の緩和  
 登録定員の緩和 25人⇒29人 

 
 

旧点数 新点数 増減率
要支援１ 4498 3403 -24.3%
要支援2 8047 6877 -14.5%
要介護1 11505 10320 -10.3%
要介護2 16432 15167 -7.7%
要介護3 23439 22062 -5.9%
要介護4 25765 24350 -5.9%
要介護5 28305 26849 -5.1%

旧点数 新点数 増減率
要支援１ 4498 3066 -31.8%
要支援2 8047 6196 -23.0%
要介護1 11505 9298 -19.2%
要介護2 16432 13665 -16.8%
要介護3 23439 19878 -15.2%
要介護4 25765 21939 -14.8%
要介護5 28305 24191 -14.5%

小規模多機能(同一建物)

小規模多機能居宅介護



• 総合マネジメント加算（1000単位） 

• 訪問看護体制強化加算（2500単位/月） 

• 「看護小規模多機能型居宅介護」に改
名 

• 登録定員の緩和 25人⇒29人 

 

旧点数 新点数 増減率
要介護1 13341 12341 -7.5%
要介護2 18268 17268 -5.5%
要介護3 25274 24274 -4.0%
要介護4 28531 27531 -3.5%
要介護5 32141 31141 -3.1%

旧点数 新点数 増減率
要介護1 13341 11119 -16.7%
要介護2 18268 15558 -14.8%
要介護3 25274 21871 -13.5%
要介護4 28531 24805 -13.1%
要介護5 32141 28058 -12.7%

複合型サービス

複合型サービス(同一建物)



 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型
サービス共通 

 （総合マネジメント体制強化加算の創設等）  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型 
サービスを提供する事業所は、（中略）在宅における生活の継続を可能とする 観
点から、積極的な体制整備に係る評価として、総合マネジメント体制強化加算 を
創設するとともに、当該加算については区分支給限度基準額の算定に含めない
こととする。  

  総合マネジメント体制強化加算（新設）1000単位／月 

  「病院・診療所に対し日常的に情報提供」「地域における活動への参加の機会」 

 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

 （訪問看護サービスの提供体制の見直し）  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のうち一体型事業所における訪問
看護サービスの一部について 、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該
訪問看護事業所に行わせることを可能とする 。   

 

 （通所サービス利用時の減算の改善）  

 通所介護等の利用の有無による１日あたりの訪問回数に大きな差異がないこと
を踏まえ、現行の減算率を緩和する。 
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小規模多機能型居宅介護  
（訪問サービスの機能強化） 
 ① 小規模多機能型居宅介護の利用者について、在宅生活の継続を促進す
る観点 から、訪問サービスを積極的に提供する体制の評価を行うため、訪問
を担当する従業者を一定程度配置するとともに、１月あたり延べ訪問回数が
一定数以上 の事業所については、新たな加算として評価する。 また、小規模
多機能型居宅介護の利用者について、在宅生活の継続を促進 する観点から、
当該加算については区分支給限度基準額の算定に含めないこと とする。   

  訪問体制強化加算1000単位／月 
  訪問サービスを担当する常勤職員が2名以上、訪問回数が月200回以上など 

 
 （登録定員等の緩和）  
 ② 小規模多機能型居宅介護の 登録定員を 29 人以下とする 。あわせて、 
登録定員 が 26 人以上 29 人以下の 指定小規模多機能型居宅介護 事業所
について 、 当該 事業所の居間及び食堂を合計した面積が、「 機能を十分に
発揮し得る適当な 広 さが確保されている場合」には、 通いサービスに係る利
用 定員 を 18 人以下とす ることを 可能とする 。 なお、宿泊サービスに係る
利用定員 については、利用状況等を踏まえ、現行 のとおりとする 。  
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 小規模多機能型居宅介護 
 （看取り期における評価の充実） 
 ③ 中重度の要介護者への対応の更なる強化を図るため、看取り期に
おける評価に ついて、看護師による 24 時間連絡体制が確保されてい
ること、利用者又は家族 の同意を得て利用者の介護に係る計画が作
成されていることに加え、医師・看 護師・介護職員等が共同して必要に
応じて利用者又は家族への説明を行う場合 等について、新たな加算と
して評価する。   

 看取り連携体制加算64単位／日（死亡日から死亡日前30日以下まで） 
 常勤看護師1名以上、看護師との24時間連絡体制 

 
 （看護職員の配置要件、他の訪問看護事業所等との連携） 
 ④小規模多機能型居宅介護事業所 の看護職員が兼務可能な施設・
事業所 につい て、その範囲に現 行の「併設する施設・事業所」に加え、
「同一敷地内又は 隣接 する施設・事業所」を追加するとともに、兼務可
能な施設・事業所の種別につい て、介護老人福祉施設や介護老人保
健施設等を加える 。 また、人材確保の観点から、看護職員配置加算
について、看護職員を常勤換 算方法で１以上配置する場合について
は、新たな加算として評価する。  

 看護職員配置加算（Ⅲ）（新設）480単位／月  
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 小規模多機能型居宅介護 
 

 （地域との連携の推進 ）  

 ⑤小規模多機能型居宅介護の地域との連携を推進していくた
め、小規模多機能型 居宅介護事業所と同一敷地内に併設す
る事業所が 新総合事業を行う場合は、 利用者の処遇に支障 
がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護事業所の管理
者が、新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職
務と兼務することを可能とするとともに、事業所の設備（居間及
び食堂を除く）について、新総合事業の訪問型サービスや通所
型サービス等との共用を可能とする。 

    

 （同一建物居住者へのサービス提供に係る評価の見直し）  

 ⑥ サービスの提供実態を踏まえ、事業所と同一建物（養護老
人ホーム、軽費老人 ホーム、有料老人ホーム、サービス付き
高齢者向け住宅に限る。）に居住する利 用者に対してサービ
スを行う場合の基本報酬を設定する 
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複合型サービス  
 （看護体制の機能に伴う評価の見直し）  
 複合型サービスは、（中略）今後利用者の重度化に伴
い訪問看護の重要性が高まることが想定されることか
ら、現行の基本報酬において、看護提供体制を評価し
た減算と加算を設ける。 また、利用者の在宅生活を継
続する観点から、利用者の医療ニーズに重点的 な対
応をしている事業所に係る当該加算については、区分
支給限度基準額の算定に含めないこととする。  

 医師の指示に基づく看護サービス（3割未満）、緊急 
 時訪問看護加算（3割未満）、特別管理加算（5%未 
 満）を提供した利用者の割合が少ない場合、減算 
 要介護1から3 ▲925単位、要介護4 ▲1850単位、要介 
 護5 ▲2914単位 
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 短期利用の要件緩和：空き部
屋の活用 経験年数・「入居者
８０％以上」撤廃 

 サービス提供体制強化加算 
（Ⅰ：介護職員の総数のうち、介護福祉士
の占める割合が100分の60以上である場合 
18単位／日） 

 看取り介護加算の拡充 
（死亡日以前４日以上30日以下 80単位／
日⇒144単位、） 

 
 

旧点数 新点数 増減率
要介護1 564 533 -5.5%
要介護2 632 597 -5.5%
要介護3 705 666 -5.5%
要介護4 773 730 -5.6%
要介護5 844 798 -5.5%

特定施設入居尾者生活介護



 （サービス提供体制強化加算の創設）  
 ① 特定施設の入居者が重度化した場合でも、引 き続き、当該施設に
おいてサービスを提供し続けるための手厚い介護体制の確 保を推進
する観点から、介護老人福祉施設と同様に、サービス提供体制強化加 
算を創設する。 

 サービス提供体制強化加算（新設）（Ⅰ）イ 18単位、（Ⅰ）ロ 12単位、 
 （Ⅱ）6単位、（Ⅲ）6単位（すべて／日）   
  （Ⅰ）イ 介護福祉士の割合が6割以上、（Ⅰ）ロ 同50%以上、 
  （Ⅱ）常勤職員が75%以上、勤続年数3年以上が30%以上 

 
 （認知症専門ケア加算の創設） 
 ② 認知症高齢者の増加に対する評価や、積極的な受入れを促進する
観点から、他 のサービスにおいて認知症高齢者への対応に係る加算
制度が設けられている ことにかんがみ、認知症専門ケア加算を創設す
る。   

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）3単位／日、（Ⅱ）4単位／日 
  認知症の入居者（対象者）の割合が50%以上、「認知症介護に係る専門  
  的な研修」修了者が、対象者20人未満で1以上、対象者20人以上で1に 
  10人増すごとに1を加えた数以上 
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 （看取り介護加算の充実） 

 ③ 看取り介護加算については、入居者及びその家族等の意
向を尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、特定施設
入居者生活介護における看取り介護の 質を向上させるため、
以下のとおり新たな要件を追加し、死亡日以前４日以上 30 日
以下における手厚い看取り介護の実施を図る。 

   

 (ア) 入居者の日々の変化を記録し、多職種で共有することによ
る連携を図り、 看取り期早期からの入居者及びその家族等の
意向を尊重しながら、看取り 介護を実施すること  

 (イ) 介護記録、検査データその他の入居者に係る資料により、
入居者の心身の 状態の変化及びこれに対する介護について、
入居者及びその家族等への 説明を適宜実施すること 

 (ウ) 施設における看取り介護の体制構築・強化を PDCA サイ
クルにより推進すること   
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死亡日以前4日以上30日以下 80単位／日⇒144単位 合計6528単位 

死亡日の前日及び前々日680単位、死亡日1280単位は現行と同様 
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 （要支援２の基本報酬の見直し）  
 ④ 入居者の平均要介護度が上昇傾向にあることを踏ま
え、サービス提供体制強化 加算及び認知症専門ケア加
算の創設による重度化への対応を行う一方、 介護職員・
看護職員の配置基準については、要支援１の基準（10 ：
１）を参考に、 要支援２の基準（３：１）を 見直す 。また、こ
の見直しに合わせて、要支援２の基本報酬 の評価も見直
す。   
 

 （短期利用の要件緩和）  
 ⑤ 空き部屋を活用した短期利用については、都市部など
の限られた資源を有効に 活用しつつ、地域における高齢
者の一時的な利用の円滑化を図るため、経験年 数要件
については複数の施設を運営する場合等を想定して事業
者としての経験 を評価する方式に見直すとともに、本来
入居者の入居率を 80％以上確保すると いう要件を撤廃
する 
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 ユニット数の見直し（２ユニット⇒３ユニット） 
 夜間支援体制加算  
 看取り介護加算の充実（死亡日以前４日以
上３０日以下 ８０単位／日⇒１４４単位／
日） 

 同一建物に併設できる事業所の拡大（広域
型特養・老健） 
 

認知症対応型共同生活介護(Ⅱ)
旧点数 新点数 増減率

要介護1 792 747 -5.7%
要介護2 830 782 -5.8%
要介護3 855 806 -5.7%
要介護4 872 822 -5.7%
要介護5 890 838 -5.8%



 
 （夜間の支援体制の充実） 
 ① 夜間ケア加算について、夜間における利用者の安全確保の強化を更に
推進す る観点から、事業所における夜間勤務体制の実態を踏まえ、現在は
評価の対象 となっていない宿直職員による夜間の加配を新たに評価する。 

  夜間支援体制加算（Ⅰ）1ユニット50単位／日 
  夜間支援体制加算（Ⅱ）2ユニット以上25単位／日（いずれも新設） 
    
 （看取り介護加算の充実） 
 ② 看取り介護加算については、利用者及びその家族等の意向を尊重しつ
つ、看取 りに関する理解の促進を図り、認知症対応型共同生活介護におけ
る看取り介護 の質を向上させるため、以下のとおり新たな要件を追加し、死
亡日以前４日以上 30 日以下における手厚い看取り介護の実施を図る。 

  (ア) 利用者の日々の変化を記録し、多職種で共有することによる連携を図
り、 看取り期早期からの利用者及びその家族等の意向を尊重しながら、看
取り 介護を実施すること  

 (イ) 介護記録、検査データその他の利用者に係る資料により、利用者の心
身の 状態の変化及びこれに対する介護について、利用者及びその家族等
への 説明を適宜実施すること  

 (ウ) 事業所における看取り介護の体制構築・強化を PDCA サイクルにより
推進 すること  
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 （ユニット数の見直し ）  

 ③ 認知症対応型共同生活介護 事業者が効率的に
サービスを提供できるよう、現行 では「１又は２」と規
定されているユニット数の標準について、 新たな用地
確保が 困難である等の事情がある場合には３ユニッ
トまで差し支えない ことを明確化す る 。  
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 看取り介護加算 拡充 （死亡日以前４日以
上３０日以下 ８０単位/日⇒１４４単位） 

 日常生活継続支援加算（23単位/日⇒36単

位/日（従来型）・46単位/日（ユニット型））  
 在宅・入所相互利用加算（30単位⇒40単
位） 

 多床室における居住費負担（平成
27年8月から） 

介護老人福祉施設　従来型個室
旧点数 新点数 増減率

要介護1 580 547 -5.7%
要介護2 651 614 -5.7%
要介護3 723 682 -5.7%
要介護4 794 749 -5.7%
要介護5 863 814 -5.7%



 介護老人福祉施設等 （看取り介護加算の充実）  
 看取り介護加算については、入所者及びその家族等の意向を
尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、特定施設入居
者生活介護、地域密着型特定施 設入居者生活介護、認知症
対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス及び地 域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護の
質を向上させるため、以下のとおり新たな要件を追加し、死亡
日以前４日以上 30 日以下におけ る手厚い看取り介護の実施
を図る。 
 

  (ア) 入所者等の日々の変化を記録し、多職種で共有すること
による連携を図り、 看取り期早期からの入所者及びその家族
等の意向を尊重しながら、看取り 介護を実施すること  

 (イ) 介護記録、検査データその他の入所者等に係る資料によ
り、入所者等の心 身の状態の変化及びこれに対する介護につ
いて、入所者及びその家族等へ の説明を適宜実施すること  

 (ウ) 施設又は事業所における看取り介護の体制構築・強化を 
PDCA サイクルに より推進すること 
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 介護老人福祉施設の多床室における居住費負担の見直
し 

 介護老人福祉施設の多床室については、事実上の生活
の場として選択されていることを踏まえ、一定程度の所得
を有する在宅で生活する方との負担の均衡を図るため、
一定の所得を有する入所者の居住費について、現行の光
熱水費相当 分に加え、室料相当分の負担を求める。 

 ただし、「低所得者を支える多床室」との 指摘もあることを
踏まえ、低所得者に配慮する観点から、利用者負担第１
段階か ら第３段階までの者については、補足給付を支給
することにより、利用者負担を 増加させないこととする 
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在宅復帰の支援強化 

 

 

• 在宅復帰・在宅療養支援加算△（21単位/日⇒27
単位/日）  

 リハビリテーション専門職の配置等 

• 看護・介護職員に関わる専従常勤要件の緩和 

 

 

 

旧点数 新点数 増減額
要介護1 825 812 -1.6%
要介護2 900 868 -1.6%
要介護3 963 948 -1.6%
要介護4 1020 1004 -1.6%
要介護5 1076 1059 -1.6%

介護老人保健施設　在宅強化型(多床室)



 介護人材確保対策の推進 
 （1）介護職員処遇改善加算の拡大 
 介護職員処遇改善加算については、介護職員の 処遇改
善が後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、
更なる資質向上の 取組、雇用管理の改善、労働環境の
改善の取組を進める事業所を対象とし、更なる上乗せ評
価を行うための区分を創設する。  

 加算（Ⅰ）新設、職員1人あたり月額1万2000円相当 
 

 (2) サービス提供体制強化加算の拡大  
新たに介護福祉士の配置割合がより高い状況を評価する
ための区分を創設する。 また、処遇改善に向けた取組を一
層推進する観点から、処遇改善加算と同様に、 サービス提
供体制強化加算については、区分支給限度基準額の算定
に含めない こととする。 
介護福祉士の割合で加算 
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 （訪問介護におけるサービス提供責任者の配置基準の緩和）  
 ① 複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築され
ている 場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の
効率化が図 られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用
者 50 人に対して１ 人以上に緩和する 。  

   
 （通所介護における看護職員の配置基準の緩和）  
 ② 地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かす
ことが できるよう、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態
の確認を行 った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。 

    
 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護におけるオペレーターの配置基準等
の緩 和）  

 ③ 夜間から早朝まで （午後６時から午前８時まで）の 間にオペレーターとし
て充てる ことができる施設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業
所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加する 。あわせて、
複数の事業所の 機能を集約し、通報を受け付ける業務形態の規定を緩和
する。  

49 



 （小規模多機能型居宅介護における看護職員配置の緩和 ） 
 ④ 小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能な
施設・事業所につい て、その範囲に現行の「併設する施設・事
業所」に加え、「同一敷地内又は隣接 する施設・事業所」を追
加するとともに、兼務可能な施設・事業所の種別につい て、介
護老人 福祉施設や介護老人保健施設等を加える 。  

   
 （小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応型共同生活介
護事業所との併設 型における夜間の職員配置の緩和）  

 ⑤ 小規模多機能型居宅介護事業所が認知症対応型共同生
活介護事業所を併設し ている場合における夜間の職員配置に
ついて、入居者の処遇に影響がないこと を前提に、小規模多
機能型居宅介護事業所の泊まり定員と認知症対応型共同 生
活介護事業所の１ユニットあたりの定員の合計が９名以内であ
り、かつ、両者 が同一階に隣接している場合には、夜間の職
員配置について兼務を可能とす る。  
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 介護報酬改定に関する審議報告の中で示された今後
の課題 

 ・今後の診療報酬との同時改定を念頭に、特に医療
保険との連携が必要な事項 については、サービスの
適切な実態把握を行い、効果的・効率的なサービス
提 供の在り方を検討する。   

 ・介護事業経営実態調査については、これまでの審
議における意見（例えば調査 対象期間など）も踏まえ、
調査の精度を更に高めるため、引き続き調査設計や
集 計方法を検討する。 
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